
歳以上等の一部の人の
医療費の窓口負担が１割から２割に変わります

後期高齢者医療制度とは
歳以上の人や ～～ 歳歳のの一一定定のの障障害害のの状状態態

ににああるる人人が加入する医療保険制度です。加入した人（被
保険者）は、医療機関等の窓口で、被保険者証（保険
証）を提示することにより、現行の制度では窓口で支
払うのは医療費の１割（現役並み所得者は 3割）の
みとなります。

窓口負担割合の見直し
　この窓口負担割合について、昨今の医療費の増大や
現役世代の負担拡大を考慮し、見直されることとなり
ました。その結果、 月１日から、これまで窓口負
担が１割の人のうち、一定以上の所得のある人は負担
割合が２割に変わります。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のの見直見直しし

　医療費の窓口負担割合が１割から２割になる人については、以下をもとに世帯単位で判定します。
　・令和３年中の収入に対する課税所得（※１）　・年金収入（※２）　・その他の合計所得金額（※３）

窓口負担が２割になるのは、どんな人？窓口負担が２割になるのは、どんな人？

現役並み所得者（課税所得 万円以上かつ基準収入非該当）に該当するか

世帯内の被保険者のうち課税所得が 万円以上の人がいるか

世帯に被保険者が２人以上いるか

「年金収入＋その他の
合計所得金額」が

万円以上か

「年金収入＋その他の
合計所得金額」が

万円以上か

３割 １割 １割 １割２割２割 ２割２割

※※１１ 課課税税所所得得ととはは、、住住民民税税のの課課税税対対象象ととななるる課課税税標標準準額額ののここととでですす。。収収入入かからら必必要要経経費費ななどどをを除除いいたた「「所所得得」」かからら、、
基基礎礎控控除除やや配配偶偶者者控控除除ななどどのの各各種種所所得得控控除除のの合合計計をを引引いいたた金金額額ににななりりまますす。。

※※２２ 年年金金収収入入ににはは、、遺遺族族年年金金やや障障害害年年金金はは含含みみまませせんん。。
※※３３ そそのの他他のの合合計計所所得得金金額額ととはは、、事事業業収収入入やや給給与与収収入入等等かからら必必要要経経費費やや給給与与所所得得控控除除等等をを差差しし引引いいたた後後のの金金額額でですす。。
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後期高齢者医療制度の見直し 保険証は新しいものが届くの？保険証は新しいものが届くの？

負担が増える人への配慮はあるの？負担が増える人への配慮はあるの？

制度の見直しに伴い、後期高齢者医療制度の被保険者の皆さん全員に、新しい保険証が届きます。

　窓口負担割合が２割になる人について、３年間（令和７年９月 30 日まで）は、外来医療の負担増加額の上限
を１か月 円までとし、それを超えた分は後日払い戻されます（高額療養費として登録してある口座に払
い戻します）。

通常、後期高齢者医療制度の保険証の有効期限
は、7 月 31 日までです。そのため、毎年７月
に新しい保険証をお送りしています。
今年は、これに加えて９月に、10 月からの制
度見直しに対応した保険証が届きます。それぞ
れの有効期限にご注意ください。

保険証が２回届きます

１回目に届く保険証
届く時期：７月中
有効期限： 令和４年
　　　　　９月 日

２回目に届く保険証
届く時期：９月中
有効期限：令和５年
　　　　　７月 31 日

例   か月の医療費全体額が 円の場合

窓口負担割合１割のときの支払額　① 円

窓口負担割合２割のときの支払額　②

１割→２割で増額した分（負担増）③（②ー①）

窓口負担増額の上限　④

払い戻し額（③ー④） 円

１か月 円の
負担増を

円までに
押さえます

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度  

問  保険年金課後期高齢者医療担当（☎ 594-5542）
　※今回の見直しの背景等については、厚生労働省コールセンター（☎ 0120-002-719）にお問い合わせください。

　「限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定
証）」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示す
ると、1 か月（1 日から月末まで）の保険適用さ
れる医療費のお支払いが、自己負担限度額までと
なります。また、入院時の食事代（保険適用分）
が減額されます。
対  同一世帯の全員が住民税非課税で低所得区分に該

当する人

限度額適用・標準負担額減額認定

医療費を自己負担限度額までに抑えられる

　後期高齢者医療保険料を年金からの天引きで納
付している人は、希望により口座振替に変更でき
ます。

保険料納付方法の変更

年金天引きから口座振替へ

いずれも、詳細は保険年金課後期高齢者医療担当
（☎ 594-5542）へお問い合わせください。

２割負担となる人で、高額療
養費の口座が登録されていな

い人には、広域連合から９月下旬に
口座登録申請書を郵送します
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